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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01-3085-2 医療法人辻歯科医院 〒690-0884
松江市南田町１４７－１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第172号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

01-3199-1 まめなか歯科 〒690-0015
松江市上乃木９－１２－
２

手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第48号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第43号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

01-3205-6 なかもと歯科・矯正歯
科

〒690-0023
松江市竹矢町１７６１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第775号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第666号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第831号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第832号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第310号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第247号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第197号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第133号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第49号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第109号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
光学印象
　　　（光印象）第51号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第514号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第117号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第44号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第576号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科矯正診断料
　　　（矯診）第42号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第173号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

22-3050-2 さかいＤＥＮＴＡＬ　
ＣＬＩＮＩＣ　ＯＫＩ

〒685-0014
隠岐郡隠岐の島町西町吉
田の三１６－１１

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第513号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日


